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記 者 発 表 
 

「北陸ブロックにおける社会資本整備重点計画」を策定しました 
 

 

 

全国計画である第５次社会資本整備重点計画（令和 3 年 5 月 28 日閣議決定）

に基づき、地方公共団体や地方経済界、有識者との十分な意見交換等を行い 

検討してきた「北陸ブロックにおける社会資本整備重点計画」が、本日大臣 

決定※1 されました。 

※1 地方ブロックにおける社会資本整備重点計画は、国土交通大臣及び農林水産大臣

により決定される計画です。 

北陸ブロックとは、新潟、富山、石川、福井の４県に、関係の深い山形、福島、長野、岐阜の一部
を加えた８県を対象としています。 

 

この北陸ブロックにおける社会資本整備重点計画（計画期間：令和３年度～

令和７年度）は、北陸ブロックにおいて重点目標※2 の実現に向けて、代表的な

指標及び具体的な事業を含む主要取組をとりまとめており、次の３点に示す 

特徴があります。 

※2 別紙「概要」を参照願います。 
 
 １）完成時期や今後見込まれる事業費を記載するなど、事業の見通しをでき

るだけ明確化 
 ２）「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」として実施して

いる取組を明示 
 ３）ストック効果のさらなる拡大のため、インフラの潜在力を引き出すとと

もに、インフラによる新たな価値を創造するインフラ経営の取組を記載 
 
 
★計画本文は、下記ＵＲＬの北陸地方整備局ＨＰでご覧いただけます。 

http://www.hrr.mlit.go.jp/tiiki/sugata/top.html  
 
 

今後、本計画を踏まえ、インフラのストック効果を最大限発揮できるよう、
北陸ブロックの特性等に応じて、重点的、効率的、効果的な社会資本整備を  
進めてまいります。 
 

【同時発表記者クラブ】 

 

管内各県記者クラブ 

管内各県専門紙 

【問い合わせ先】 

 国土交通省 北陸地方整備局 企画部 

  事 業 調 整 官  内藤
ないとう

 和久
かずひさ

（内線 ３１１６） 

企画課課長補佐  鈴木
す ず き

 桂太
け い た

（内線 ３１５５） 

   電 話 025-280-8880（代表） 

   ＦＡＸ 025-280-8835 
             



別紙「概要」
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※赤字下線部は、

　 北陸ブロックの地域特性等を反映した箇所



3



4



5



6



7



8




